
ＮＯ．１６６     北品川五丁目第１地区（組合施行）

計画地
1

2

地区面積 構造
階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積
地区幹線道路

３号
１６ｍ

【１６ｍ】
約２７７ｍ －

区画道路
１－１号

８ｍ
【８ｍ】

約１１１ｍ －

区画道路
１－２号

４～８ｍ
【８ｍ】

約　３３ｍ －

区画道路
２－１号

４ｍ
【８ｍ】

約　１８ｍ －

区画道路
２－２号

４．３ｍ
【８ｍ】

約８２ｍ －

区画道路３号
４～６ｍ
【６ｍ】

約１１３ｍ －

区画道路４号 ４ｍ【６ｍ】 約　２９ｍ －

公
園

公園１号 － － 約１，０８５㎡

A1 約５，３００㎡
事務所、店舗、
駐車場

A2 約１，４００㎡ 住宅、駐車場

B 約　　３００㎡
地域コミュニティ
施設

C1 約２，７００㎡
事務所、店舗、
産業支援交流
施設、駐車場

C2 約　　９００㎡ 作業場、駐車場

D 約５，０００㎡

住宅、店舗、子
育て支援施設、
地域コミュニティ
施設、駐車場

E 約２，２００㎡ 店舗、駐車場

約８００戸

街
区

建築敷地面積

A1 約７，８２０㎡

A2 約２，２１０㎡

B 約　　７００㎡

C1 約５，８１０㎡

C2 約１，７３０㎡

D 約６，４５０㎡

E 約３，６８０㎡

都市計画決定

高層部：１００ｍ
低層部：　２０ｍ

建築面積

【】内は全幅員
拡幅整備

延べ面積(容積対象)

新設

高さの制限

高層部：１４３ｍ
低層部：　２０ｍ，１０ｍ

地上４０階／地下２階（Ｄ棟） 約１４２ｍ

建築物の整備

主要用途

約　３，５００㎡（約　３，１００㎡）

約９６，５００㎡（約６１，６４０㎡）

約　４，７００㎡（約　３，７５０㎡）

街
区

道
路

約３．６ｈａ 鉄骨鉄筋コンクリート造他

２　都市計画の内容

北品川五丁目第１地区
第一種市街地再開発事業

約３．６ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

(きたしながわ５ちょうめだい１)

計画の概要
　都市再生緊急整備地域に位置付けられていることから、環境配慮型まちづくりを推進する。

　作業場や産業支援交流施設を整備してものづくり産業の育成を図るとともに、業務、商業、居住等の機
能を備えた複合市街地の形成を図る。

１　計画の概要

品川区北品川五丁目地内

平成１９年８月２２日　東京都告示第１１０２号

備　　考
　高さの制限については、平均地盤面（ＧＬ）からの高さとす
る。

約９２，１００㎡（約８５，６５０㎡）

約１３，０００㎡（約　９，０５０㎡）

約　　　３５０㎡（約　　　３５０㎡）

約４６，４００㎡（約４１，２５０㎡）

住宅建設の目標

高層部：　７５ｍ
低層部：　２０ｍ

低層部：１０ｍ

低層部：　３０ｍ

高層部：１４３ｍ
低層部：　２０ｍ，１０ｍ

低層部：　２０ｍ，１０ｍ

約５７，０００㎡

建築敷地の
整備

　大崎駅とＡ１街区を結ぶ歩行者デッキを設け、安全で
快適な歩行者回遊動線を確保する。
　道路に面する部分に歩道状空地を設け、歩道と一体と
なった歩行者空間整備を行い、歩行者の安全性・快適
性を確保する。
　敷地の一部に広場状空地を設け、市街地環境の向上
を図る。

整備計画 備考



Ａ１地区 １，１００％ ４００％ ７０％ 2,000㎡
高層部Ａ１４３ｍ
低層部Ｂ　２０ｍ
低層部Ｃ　１０ｍ

Ａ２地区 ４１０％ ３００％ ７０％ 1,000㎡
高層部Ｃ　７５ｍ
低層部Ｂ　２０ｍ

Ｂ地区 ４００％ ３０％ ５０％ 100㎡ 低層部Ｃ　１０ｍ

Ｃ１地区 ７１０％ ４００％ ５０％ 1,000㎡
高層部Ｂ１００ｍ
低層部Ｂ　２０ｍ

Ｃ２地区 ４００％ １５０％ ６０％ 500㎡ 高層部Ａ　３０ｍ

Ｄ地区 ９６０％ ４００％ ８０％ 2,000㎡
高層部Ａ１４３ｍ
低層部Ｂ　２０ｍ
低層部Ｃ　１０ｍ

Ｅ地区 ４００％ ５０％ ６０％ 500㎡
低層部Ｂ　２０ｍ
低層部Ｃ　１０ｍ

壁面の位置
の制限

備考

都市計画決定

敷地面積 建ぺい率
延べ面積 容積率

A1 地下２～３１階
A2 １８階
B ２階
C1 地下２～２０階
C2 ４階
D 地下２～４０階
E ２階

事業認可 総事業費

　建築物の高さの最高限度は、平均地盤面からの高さとし、建築物の高さに階段室、昇降機塔等の
部分及び棟飾等の屋上突出物（避雷針を除く。）を含むものとする。
　別添図のとおり、道路整備及び合流改善施設整備を実施するものとする。

建築面積の
最低限度

高さの最高
限度

約６０％

用途

事務所、店舗
住宅戸数 約８５０戸

住宅

事務所、産業支援施設、店舗

容積率の
最低限度

平成２１年　３月２４日　東京都告示第　４４７号
平成２２年　９月　７日　東京都告示第１１６２号（変更）
平成２７年　３月　２日　東京都告示第　２７４号（変更）
平成２８年　１月２１日　東京都告示第　　４０号（変更）
平成２９年　２月１３日　東京都告示第　１９６号（変更）
平成３０年　８月２０日　東京都告示第１１２９号（変更）

約１,１５９億円

平成１９年８月２２日　東京都告示第１０９８号

４　事業計画の概要
約２８，３９０㎡

約０．８ｈａ

約０．９ｈａ

３　都市再生特別地区（抜粋）

地区種類 面積
建ぺい率の
最高限度

約７１８％

駐車場作業所

地域コミュニティ施設

約０．５ｈａ

建築物の容積
率の最高限度

約０．２ｈａ

約０．３ｈａ

約０．７ｈａ

約０．２ｈａ

　建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはなら
ない。ただし、次の各号の一に該当する建築物はこの限りでない。
（１）歩道上空地と有効に接続する屋上広場（歩行者用デッキを含む）及びその下部並びに
　屋上広場と地上部を結ぶ階段、エレベーター、エスカレーターその他これらに類するもの
（２）歩行者の快適性及び安全性を高めるために設ける上屋、庇の部分、手摺りその他
　これらに類するもの
（３）道路と接続する歩行者用通路及び車路その他これらに類するもの
（４）給排気施設の部分
（５）建物の出入口の上部に位置する庇の部分
（６）隣地境界に面する部分におけるへい

８０６台
住宅、子育て支援、店舗、地域コミュニティ施設

店舗

約２５０,１７０㎡（容積対象約２０３,７８０㎡）



権利変換計画認可・解体工事着工
権利変換期日

平成２８年　１月２１日 事業計画変更認可
平成２９年　２月１３日 事業計画変更認可

事業計画変更認可平成２７年　３月　２日

平成　４年　１月２４日

平成２３年　９月　８日

平成２２年　９月　７日

平成２１年　３月２４日

平成１９年　８月２２日

平成　９年１１月

平成　５年１２月

東五反田地区更新計画策定
内　　　　　　　　　　　　　　　容

市街地再開発組合設立認可
事業計画変更認可

建築工事着工

５　経　緯

６　位置図

平成２４年　４月　２日

平成２３年　９月１７日

年　月　日

「小関ブロック開発協議会」発足
「北品川五丁目第１地区再開発準備組合」設立
都市計画決定（都市再生特別地区、地区計画、市街地再開発事業）

平成２７年　９月２５日 施設建築物工事完了公告（最終）

平成３０年　８月２０日 事業計画変更認可



７　区域図

８　配置図



９　完成写真


